
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

恵
み
野
お
お
ほ
り
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

石
巻
市
恵
み
野
一
丁
目
一
〇
番
五
号

令
和
八
年
五
月
一
日

つ
る
が
や
１
０
０
０
年
ク
リ
ニ
ッ
ク

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ケ
谷
四
丁
目
二
︱
二

令
和
八
年
五
月
一
日

仙
台
駅
前
ほ
し
呼
吸
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
一
丁
目
二
︱
一
三
ヨ
ド
バ

シ
仙
台
第
二
ビ
ル
四
階

令
和
八
年
五
月
一
日

八

四

三
十



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

石
巻
市
立
病
院
附
属
牡
鹿
医
療
セ
ン
タ
︱

石
巻
市
鮎
川
浜
清
崎
山
七
番
地

令
和
八
年
四
月
一
日

古
川
駅
前
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
崎
市
古
川
駅
前
大
通
二
丁
目
四
︱
二
六
　
三
階

令
和
八
年
四
月
一
日

み
や
ざ
き
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
崎
市
古
川
旭
三
丁
目
七
番
一
五
号

令
和
八
年
四
月
十
五
日

シ
リ
ウ
ス
外
科
・
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
四
︱
一
九
シ
リ
ウ

ス
一
番
町
三
階

令
和
八
年
四
月
一
日

た
ん
ぽ
ぽ
レ
デ
ィ
︱
ス
ク
リ
ニ
ッ
ク
仙
台
長
町

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
三
丁
目
二
五
番
二
一
号

令
和
八
年
四
月
一
日

八 
 
 
 
四 
 
 
三 
十 
 
 
 



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

仙
台
総
合
歯
科

仙
台
市
若
林
区
南
材
木
町
九
一
番
地
三

令
和
八
年
五
月
一
日



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

み
な
み
か
た
歯
科
医
院

登
米
市
南
方
町
山
成
二
〇
七
番
地
六

令
和
八
年
四
月
一
日

佐
藤
歯
科

仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
八
︱
三
二
生
活
文
化

ビ
ル
五
階

令
和
八
年
四
月
二
日

八 
 
 
 
四 
 
 
三 
十 
 
 
 



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

薬
局
き
ぼ
う
号

石
巻
市
恵
み
野
一
丁
目
一
〇
番
六

令
和
八
年
五
月
一
日

し
し
お
り
調
剤
薬
局

気
仙
沼
市
浪
板
一
三
七
︱
一

令
和
八
年
五
月
一
日

す
ば
る
薬
局
大
清
水
店

富
谷
市
大
清
水
一
丁
目
二
番
一
〇

令
和
八
年
五
月
一
日

薬
局
日
本
メ
デ
ィ
カ
ル
シ
ス
テ
ム
　
青
葉
中
央
店

仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
四
番
一
四
号
ｓ
ｏ
ｒ

ｅ
ｍ
ｏ
仙
台
東
二
番
丁
通
り
一
階

令
和
八
年
五
月
一
日

リ
ズ
ム
調
剤
薬
局
鶴
ケ
谷
店

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
ケ
谷
四
丁
目
二
︱
二

令
和
八
年
五
月
一
日

ふ
る
じ
ろ
薬
局

仙
台
市
若
林
区
古
城
三
丁
目
六
︱
一
二

令
和
八
年
五
月
一
日

と
こ
と
こ
薬
局

仙
台
市
太
白
区
鹿
野
二
丁
目
四
︱
二
五
ネ
オ
ハ
イ

ツ
鹿
野
一
〇
三

令
和
八
年
五
月
一
日

八 
 
 
 
四 
 
 
三 
十 
 
 
 



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

月

東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
尾
崎
　
俊
雄

日

年

令
和

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

十
日
町
調
剤
薬
局

大
崎
市
古
川
十
日
町
三
番
一
六
号

令
和
八
年
四
月
一
日

ア
シ
ス
ト
薬
局
　
富
谷
店

富
谷
市
明
石
台
七
丁
目
一
番
六
エ
タ
︱
ナ
ル
タ
ウ

ン
二
階
二
︱
Ｃ
号
室

令
和
八
年
四
月
一
日

ピ
コ
ス
薬
局
　
上
杉
店

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
七
︱
二
九

令
和
八
年
四
月
一
日

か
き
の
木
薬
局

仙
台
市
泉
区
南
光
台
三
丁
目
一
八
︱
二

令
和
八
年
四
月
一
日

八 
 
 
 
四 
 
 
三 
十 
 
 
 




